
■改正消費者契約法の関連事項について
出典：リーフレット「不当な契約は無効です！-早わかり！消費者契約法-」（消費者庁）

○不当な勧誘行為～該当する勧誘行為によって結ばれた契約は取消し可

○不当な契約条項～該当する契約条項は無効
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